
大警協安全活動協力隊設置規程 

（目 的） 

第 １ 条 警備業の地域社会における安全確保という社会的使命に基づき、警察その他 

 の官公庁及び関係機関団体と緊密な連携のもとに、災害及び大規模な事件事故等にお 

 ける応急的な支援活動及び地域における安全思想の普及高揚並びに自主防犯活動の 

 推進等の支援協力を行い、もって地域社会の平穏と安全の確保に貢献するものとする。 

 

（設置、名称） 

第 ２ 条 社団法人大阪府警備業協会（以下「協会」という。）に、大警協安全活動協 

 力隊（以下「協力隊」という。）を設置する。 

 

（組 織） 

第 ３ 条 協力隊は、協会加盟会員所属の警備員の中から、協会会長（以下「会長」と 

 いう。）が委嘱した者をもって組織する。 

 

（隊員の委嘱） 

第 ４ 条 会員は、協力隊員としてふさわしい者を「大警協安全活動協力隊員推薦書」 

 （別記様式１）により、支部長を経て会長に上申するものとする。 

２ 会長は、前項の推薦書により選考し、適任者を「大警協安全活動協力隊員」として 

 委嘱する。 

３ 協力隊隊員の推薦基準は、次のとおりとする。 

 (１) 年齢が概ね５０歳未満であること。 

 (２) 安全協力活動について理解と熱意があること。 

 (３) 健康で人格識見に優れており団体活動について適性があること。 

 (４) 指導力及び行動力があること。 

 

（任 期） 

第 ５ 条 協力隊員の任期は、２年とする。ただし、必要により２年ごとに更新するこ 

 とができる。 

２ 任期を終えた協力隊員は、会長の命を受け予備協力隊員として応召の義務を負う。 

 

（定 数） 

第 ６ 条 協力隊員の定数は、概ね２５０名とする。ただし、予備協力隊員を除く。 

 

（任 務） 

第 ７ 条 協力隊員の任務は、次のとおりとする。 

 (１) 事件・事故・災害時における次の支援、協力活動等 

   ア 避難誘導、被害調査 



   イ 交通誘導、緊急輸送ルートの確保の支援 

   ウ 防犯活動等への支援協力 

   エ パトロール活動、防犯活動の指導 

   オ 各種防犯、防災訓練等への参加 

   カ その他、協力が必要と認められる地域安全活動 

 (２) 地域安全活動への参加、協力等に関する次の活動 

   ア 防犯パトロールの実施等による防犯、防災活動 

   イ 地域安全情報の収集、伝達 

   ウ 犯罪捜査活動への協力 

 (３) 地域安全思想の普及高揚に関する次の活動 

   ア 地域安全関係行事への参加等 

   イ 各種団体の行う広報啓発活動への参加等 

   ウ 防犯機器の紹介や使用方法の指導 

 

（隊員の解任） 

第 ８ 条 会長は、協力隊員に次の各号に掲げる事由が生じたときは、協力隊員を解任 

 することができる。 

 (１) 協力隊員としてふさわしくない行為があったとき。 

 (２) 協力隊員として任務遂行が困難と認められるとき。 

 (３) その他、解任が適当と認められる事由が生じたとき。 

 

（服装等） 

第 ９ 条 協会は、協力隊員に対し次の服装等を貸与する。 

 (１) 制服（冬外套を含む。） 

 (２) 隊員章 

 (３) ヘルメット 

 (４) 帯革 

 (５) 警笛つり紐 

 (６) 安全靴 

 (７) 雨合羽 

 (８) その他 

 

（幹部隊員） 

第 10 条 協力隊に、次の幹部隊員を置く。 

 (１) 隊  長  １ 名 

 (２) 副 隊 長  若干名 

 (３) 小 隊 長  若干名 

 (４) 隊長伝令  １ 名 

 (５) 分 隊 長  若干名 



 

（幹部隊員の選任） 

第 11 条 幹部隊員は、会長が任命する。 

 

（幹部隊員の任務） 

第 12 条 隊長は、隊務を統括し、この協力隊を代表する。 

２ 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故あるとき、又は隊長が欠けたときは、その職 

 務を行う。 

３ 小隊長、隊長伝令、分隊長は、隊長の指揮を受け協力隊員に対する指導連絡を行う。 

 

（招 集） 

第 13 条 協力隊員の活動が必要な場合は、会長が隊長に命じて招集する。 

 

（協力隊の活動） 

第 14 条 協力隊は、会長の命を受けて出動し、派遣先の要請に基づき幹部隊員の指揮 

 の下に活動する。 

２ 協力隊員が活動した場合には、隊長に活動の内容を報告する。 

３ 隊長は、協力隊が行った活動の概要をその都度会長に報告するものとする。 

 

（教育訓練等） 

第 15 条 隊長は、会長の許可を得て協力隊員の教育訓練等を行うものとする。 

 

（協力隊の事務） 

第 16 条 協力隊の事務は、事務局において行う。 

 

（経 費） 

第 17 条 協力隊の運営に関する経費は、協会において負担する。 

 

附   則 

１ この規程は、平成８年３月５日から施行する。 

 

２ この規程の一部を改正し、平成 13 年 12 月５日から実施する。 



別記様式 
平成  年  月  日 

 
 社団法人大阪府警備業協会会長 殿 

 

支部名 

会社名 

代表者名 

安全活動協力隊推薦書 
次の者を大警協安全活動協力隊員に推薦します。 

職   名 氏
ふり

    名
がな

 生 年 月 日 年 令

 
 

 昭和   年   月   日 歳

現在の担当職務 
施設警備 

機械警備 

空港保安 

交通誘導

雑踏警備

貴重品運搬

核燃料運搬
身辺警備

その他 

資   格   取   得   状   況 

指導教育責任者 昭和・平成   年   月   日        公安委員会 
１号・２号・３号・４号 

施設警備業務 ２級検定    年   月 １級検定    年   月 

交通誘導警備業務 ２級検定    年   月 １級検定    年   月 

雑踏警備業務 ２級検定    年   月 １級検定    年   月 

貴重品運搬警備業務 ２級検定    年   月 １級検定    年   月 

空港保安警備業務 ２級検定    年   月 １級検定    年   月 

核燃料物質等運搬警備 ２級検定    年   月 １級検定    年   月 

運 転 免 許 
普通免許 
中型免許 
大型免許 

普通二輪免許

その他 

 

貸 与 制 服 等 サ イ ズ 

身 長 ㎝ 体 重 ㎏ ウエスト ㎝

胸 囲 ㎝ 靴サイズ ㎝  

 

推薦支部長名                




